
各証明書の発行について（重要なお知らせ） 

 

平成２０年４月１日から次の証明書を交付するにあたり手数料を徴収することになりまし

た。（北海道立学校条例施行規則の一部改正） 

 

１ 証明書の種類及び交付手数 

  成績証明書、調査書、単位修得証明書、卒業証明書、その他の証明書 

  （１通につき４００円の手数料） 

手数料は「北海道収入証紙」を申請書に貼付して納入となります。 

北海道収入証紙は、佐呂間町では JA（農協）で購入できます。 

 ※卒業後６年以上経過した場合、「成績証明書」及び「調査書」は交付できません。 

 ※卒業後２０年以上経過した場合、「単位修得証明書」は交付できません。 

 ※年数経過のために証明できないものは、発行できない旨を記載した書類（無料）を発行

することができます。 

 

２ 手数料の免除 

   次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除することができます。 

（１） 災害等に遭い、手数料の納付が困難となったとき。 

（２） 生活保護法の規定による生活保護を受けているとき。 

 

３ 証明書の交付申請方法 

（１） 証明書交付申請書に必要事項を記入のうえ、所定の額の北海道収入証紙を貼付し、

申請者の印鑑で消印して本校事務室に持参又は郵送して申請してください。 

尚、郵送を希望される方は返信用封筒に郵便番号・住所（アパート名等も明記）・

自分の氏名を明記し、返信用切手を同封（貼らなくてよい）してください。 

返信用封筒のサイズ、必要な切手代金は次のとおりです。 

枚 数 封筒サイズ 切 手 

１～２ 長形３号 ８４円 

３～４ （定型） ９４円 

（２） 代理人申請 

    郵送でなく、しかも本人が持参できない場合は「代理人選定届出書」を提出してく

ださい。代理人選定届出書の提出があった場合は、運転免許証、健康保険証により代

理申請者の本人確認のうえ、申請を受け付けます。 

 

  

不明な点がありましたら、事務室までご連絡ください。（電話 ０１５８７－２－３６５３） 


